
 
 

総 郵 企 第 ６ ４ 号 

平成１８年５月１７日 

 

 

 郵政民営化委員会 

  委員長 田中 直毅 殿 

 

 

総務大臣  竹中 平蔵 

 

 

 

郵便局株式会社法第５条に基づく総務省令案について 

 

 標記について、郵便局株式会社法（平成１７年法律第１００号）第５条の規

定に基づく総務省令の制定に当たり、郵政民営化法（平成１７年法律第９７号）

第９１条の規定に基づき、貴委員会の意見を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４－１

「写し」 




